
 

（書式５－１） 

遺産分割審判申立書 

 

遺 産 分 割 審 判 申 立 書  

 

平成○○年○○月○○日 

○○家庭裁判所御中 

 

本 籍 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

住 所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

申立人 ○○○○ 

 昭和○○年○○月○○日生 

 

本 籍 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

住 所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

相手方 ○○○○ 

 昭和○○年○○月○○日生 

 

本 籍 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

住 所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

相手方 ○○○○ 

 昭和○○年○○月○○日生 

 

本 籍 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

最後の住所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

被相続人 ○○○○ 

 昭和○○年○○月○○日死亡 
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申 立 の 趣 旨  

 

被相続人の遺産の分割の審判を求める 

 

 

申 立 の 実 情  

 

１ 申立人は、相手方らに被相続人の遺産の分割を申し入れたが、遺産分割協議

に全く応じようとせず、遺産の処分を目論んでいる。被相続人には遺言はない。 

２ 被相続人の遺産は、別紙遺産目録記載の不動産、預金である。 

 なお、被相続人には負債はないが、民法所定の特別受益を受けた者がいるか

は不明である。 

３ 以上の次第で、被相続人の遺産の分割を求めて、本申立に及んだものである。 

 

 

添 付 書 類  

 

戸籍謄本（申立人）     １通 

戸籍謄本（相手方）     ２通 

戸（除）籍謄本（被相続人）    １通 

住民票(申立人・相手方)    ３通 

除票（被相続人）      １通 

遺産目録       １通 

不動産登記簿謄本      １通 

固定資産評価証明書     １通 

以上 
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解説 

 

民法第９０７条第２項による遺産分割の申立である。 

相続人が数人いるときは、相続財産は共有となる。これを共同相続人間で分

配するのが遺産分割である。協議が調わないときは、申立人の申立により家庭

裁判所が分割する。 

申立権者は、相続人である（民法第９０７条第２項）。 

 

 3


